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 蜜蜂の飼育戸数は、平成30年以降増加傾向で推移。蜂群数は、近年ほぼ横ばいで推移（平成25年
の増加は、平成24年の法改正により、届出義務を業として蜜蜂の飼育を行う者以外の蜜蜂の飼育を
行う者にも拡大したことによるもの）。

 令和７年の蜜蜂の飼育戸数は12,150戸、蜂群数は24万2千群（１月１日時点の調査）。

１．蜜蜂の飼育動向

蜜蜂飼育戸数、蜂群数 （単位：戸、千群、群／戸）

蜜蜂飼育戸数等の上位10県（令和７年１月１日現在）

１

出典：畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り）
注１：飼養戸数、蜂群数、平均蜂群数は１月１日時点の数を集計した値である。
注２：１蜂群とは、女王蜂１匹と約２万匹の働き蜂で構成された巣箱１箱を指す。

出典：畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り）

計10位9位8位7位6位5位4位3位2位1位区 分

全国愛知広島埼玉群馬岡山岐阜福岡静岡千葉長野飼育戸数

12,150379386386401409443444474494569戸

1003.13.23.23.33.4 3.63.73.94.14.7比率（％）

全国広島埼玉福島和歌山福岡鹿児島熊本千葉長野沖縄蜂群数

2426.67.99.610.310.412.913.713.717.023.3千群
1002.73.34.04.34.35.35.75.77.09.6比率（％）

R７年R６年R５年R４年R３年R２年R元年H30年H29年H28年H27年H25年H24年区 分

12,15012,06111,41611,27610,52910,0219,7829,5789,3959,4529,5678,3125,934飼育戸数

8,6628,6358,1107,9887,3876,9526,7056,4736,2756,3516,3255,1673,28610群未満戸数

3,4883,4263,3063,2883,1423,0693,0773,1053,1203,1013,2423,1452,64810群以上戸数

6,085‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐
うち日本蜜蜂飼
育戸数

242236237242224213215213213212213204184蜂群数

25‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐
うち日本蜜蜂の
蜂群数

19.919.620.821.521.321.322.022.222.822.422.324.531.1平均蜂群数



出典：畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り）
注：各県が１月から12月に蜜源として利用した面積として把握して

いるものを集計。
なお、一部の県では調査の中止や再開があるため、数値に連続
性がないことに留意。

 蜂蜜の国内生産量は、令和６年は微減し約２千６百トン。
 生産上位５県で総生産量の約４割を生産。
 令和６年の国内消費量は約４万８千トンであり、自給率は約６％。
 令和６年の蜜源植物の面積は、約100万ヘクタールと増加した。

２．蜂蜜の需給

蜂蜜の生産量、輸入量及び消費量 （単位：トン、％）

蜂蜜生産量の上位10県（令和６年） （単位：トン、％）

出典：貿易統計（輸入量、輸出量)、
畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り）

出典：畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り） ２

蜜源植物の面積 （単位：千ﾍｸﾀｰﾙ）

R６年R５年R４年R３年R２年R元年H30年H29年H28年区 分

2,6182,6362,5492,7792,9292,9112,8262,8272,754生産量

45,41641,92447,27647,13249,34844,78844,52142,82148,445輸入量

32,37127,92930,78230,88733,82130,51831,51229,81835,466
うち
中国

71.366.665.165.568.568.170.869.673.2比率

222220331810182133輸出量

48,01244,53949,80549,84452,25947,68947,32945,62751,166消費量

5.55.95.15.55.66.16.06.25.4自給率

R６年R５年R４年R３年R２年R元年H30年H29年H28年区 分

29.829.431.330.834.935.735.635.531.9みかん

2.62.62.73.03.74.24.26.68.4れんげ

13.84.27.66.43.84.65.46.75.0アカシア

1.61.51.621.321.421.221.422.420.6りんご

52.541.156.655.843.751.252.060.854.9その他

100.378.899.8117.2107.5116.9118.6132.0120.8合 計

計10位9位8位7位6位5位4位3位2位1位
区 分

全国愛媛福岡静岡愛知和歌山青森長野秋田熊本北海道

2,61885.289.592.3100.5115.9134.3218.8229.1244.2356.4生産量

1003.33.43.53.84.45.18.48.89.313.6比 率



３．蜂蜜の流通

 国産蜂蜜のほぼ全てが家庭用仕向け。

 輸入蜂蜜は約60％が家庭用、約40％が業務・加工用仕向け（製菓・製パン、化粧品等）。

出典：財務省「貿易統計」、畜産振興課調べ

蜂蜜の流通（令和６年）

輸入蜂蜜

約45千４百トン

国産蜂蜜

生産量：約２千６百トン
飼養者数：12,061戸

輸入商社

約22トン

約２千６百トン

約27千２百トン

約18千２百トン

シンガポール など

業務・加工用

製菓・製パン業
惣菜製造業
飲料製造業
化粧品製造業
など

中国（71％）

カナダ（６％）

アルゼンチン（７％）

ミャンマー（３％）

など

国内流通量

約48千トン
（約９％）

（約91％）

約１％

約99％

約60％

約40％

約６％

約94％

家庭用

３

輸出



・外国産蜂蜜の輸入価格

出典：財務省「貿易統計」
注：課税後価格は天然蜂蜜のWTO協定税率（25.5％）、TPP11税率（3.1%（１～

３月）及び6.3%（４～12月））等により算出。

・国産蜂蜜卸売価格

平均1,900円/kg（1,200円/㎏ ～ 2,500円/㎏）

 蜂蜜の種類は、蜜源の花により分類され、例えばアカシアの花の蜜はアカシア蜜として販売
される。

 蜂蜜の色は、蜜源の花の種類によって淡黄色から黒褐色まで様々。

 価格については、国産は生産コストの違いもあり、中国産蜂蜜の数倍。

 主な輸入先は中国であり、総輸入量の約７割を占めている。

出典：（一社）日本養蜂協会からの聞き取り（令和６年）

トチの花 レンゲの花 アカシアの花

種類・色 価 格

４．蜂蜜の種類、色、価格

４

ひゃっか

課税後
（円/kg）

CIF価格
（円/kg）

価額（億円）数量（t）令和６年

52545620745,416合 計

3532829132,371中華人民共和国

886852252,918カナダ

555442143,120アルゼンチン

29729741,423ミャンマー

3923784986ニュージーランド



５．蜜蜂産品の生産量・生産額

 令和６年の蜜ろうの生産量は減少し約12トン。
（蜜ろうは、ろうそく、ワックス、化粧品、クレヨン等の原料として使用される。）

 令和６年のローヤルゼリーの生産量は減少し約２トン。
（ローヤルゼリーは、健康食品や化粧品の原料として使用される。）

 蜂蜜及び蜜蜂産品の国内生産額は、推定約77億円。このうち花粉交配用蜜蜂は約25億円
と約30％を占める。

蜂蜜以外の生産物の生産量 （単位：㎏）

蜂蜜・蜜蜂産品の生産額（令和６年）

出典：畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り）

出典：畜産振興課調べ（生産量は各都道府県からの聞き取り、単価は（一社）日本養蜂協会からの聞き取り）
（※） 花粉交配用蜜蜂の単価は、いちごの花粉交配用（３～４枚の巣板を１群として使用）を参考とした。 ５

令和６令和５R４年R３年R２年R元年H30年H29年H28年種 類

11,90614,85714,01618,69922,85821,76922,88122,31623,181蜜ろう

2,3492,9752,8512,0832,9912,3632,4972,4192,738ﾛｰﾔﾙゼﾘｰ

生 産 額（推定）単 価生 産 量種 類

4,974百万円1,900円/㎏2,618トン蜂蜜

250百万円125,000円/㎏２トンローヤルゼリー

9.6百万円800円/㎏12トン蜜ろう

2,324～2,490百万円28,000～30,000円/群83千群花粉交配用蜜蜂（※）

7,558～7,724百万円合 計



 蜜蜂は、花粉交配用昆虫として利用することで、作物の受粉を助け、イチゴ、メロン等の
野菜等をはじめとした作物栽培及びタマネギ等の種子生産に貢献。
 作物栽培では、約6,700億円の経済効果があると推計されており、このうち西洋蜜蜂は約
1,800億円。（図１）
 種子生産では、約1,200～2,200億円の経済効果（蜜蜂の受粉によって国内で生産された種
子を用いた農産物※の産出額）があると推計。
※たまねぎ、キャベツ、だいこん、にんじん、白菜、セルリー、カリフラワー、ブロッコリーの８品目

資料：（国研）農研機構 農業環境変動研究センターの推計値
農研機構技報No.12（2022年３月）

〇 施設園芸が普及する中で、受粉障害を原

因とする奇型果の発生による品質低下や生

産が不安定になるとの課題に対応するため、

ハウス栽培では野生昆虫による受粉が期待

できないことなどから、1968年頃からイチ

ゴ栽培で花粉交配用蜜蜂の導入が開始され

た。

〇 また、りんご栽培では、人工授粉に伴う

労働負担が課題となる中で、採蜜による二

次的な効果としての花粉交配にも期待する

形で花粉交配用蜜蜂の導入が普及した。

６．花粉交配用蜜蜂の貢献

６



７．花粉交配用蜜蜂不足に備えた体制

蜜蜂の供給

行政機関

養蜂家園芸農家

花粉交配用

昆虫メーカー

情報共有・需給調整

行政機関

養蜂家園芸農家

・蜜蜂の需要群数、不足群数、
供給余力群数

・自県や他県に供給可能な養蜂家
・蜜蜂が不足している園芸農家
・蜜蜂以外の昆虫活用検討 等

情報共有・需給調整

需給調整に必要な情報共有

・全国の蜜蜂の必要群数、不足群数、
供給余力群数

・供給可能な養蜂家
・蜜蜂以外の昆虫活用可能性情報や留意点 等

花粉交配用

昆虫メーカー

・蜜蜂の需要群数、不足群数、
供給余力群数

・自県や他県に供給可能な養蜂家
・蜜蜂が不足している園芸農家
・蜜蜂以外の昆虫活用検討 等

一般社団法人
日本養蜂協会

花粉交配用
昆虫メーカー

農林水産省
（農産局、畜産局、農政局）

他県に供給可能なＡ県 不足しているＢ県

７



 養蜂振興法では、蜜源の利用に伴う蜜蜂の飼養者間でのトラブルを防止するため、飼養者
には、飼育の届出や転飼先の都道府県から予め許可を得ることを義務とするとともに、都
道府県には、蜂群配置の適正等を図るために蜂群配置の調整などの措置等を講ずることを
求めている。

８．蜜蜂の転飼

・ 「養蜂振興法」第４条に基づき、事前
に移動先の都道府県知事の許可を得なけ
ればならない。

県外からの転飼

県内における転飼

・ 許可の申請は、基本的に移動する
２ヶ月前までに、
①住所及び氏名
②蜂群数

③転飼しようとする場所及び期間
等を記載した申請書を移動先の都道府県
知事に提出する。

・ 都道府県が条例や指導基準等により
調整している。

8

７～９月：北海道
（育成、採蜜）

10～11月：全国の
いちご産地

・春以降：採蜜用
・２月以降：メロン産地

５～６月：本州
（育成、採蜜）

10～４月：南九州
（冬ごもり、育成）

※転飼とは、蜂蜜もしくは蜜ろうの採取又は越冬
のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

て ん し

て ん し

て ん し

て ん し

て ん し

て ん し

県外からの
転飼許可区 分

群数件数
138,8562,311R２年
134,3052,225R３年
129,7081,908R４年
124,8591,752R５年
120,2981,876R６年

出典：畜産振興課調べ（各都道府県からの聞き取り）

注：「県外からの転飼」とは、養蜂振興法の第４条第１項

に規定された転飼

蜜蜂の転飼許可の推移



 我が国における農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害状況は、近年は平均で、年間30件程度
で推移。
 農薬による蜜蜂への被害状況を踏まえ、農家と養蜂家との農薬散布情報の共有や、粒剤
の使用など農薬散布の工夫等の被害軽減対策を推進中。
 改正農薬取締法により、巣内の蜜蜂に与える影響など蜜蜂への影響評価の充実を図った
上で、最新の科学的知見に基づき再評価を実施し、必要に応じて農薬の使用方法等の見直
しを実施する予定。

９．農薬による被害への対応

改正農薬取締法により充実した評価内容

既存の評価内容 新たに追加する評価内容

実施県都道府県による蜜蜂被害軽減対策

47蜜蜂被害軽減対策実施県

効果があったと都道府県が回答した主な対策

46

①情報の共有に基づく対策の実施
（巣箱の移動、避難場所の設置、蜜蜂に配
慮した農薬散布等）

38

②蜜蜂被害に関する知見、被害軽減対策
等の周知
（通知の発出、講習会での周知等）

蜜蜂被害軽減対策の検証（令和６年度）

出典：農産安全管理課調べ ９

農薬が原因と疑われる蜜蜂被害報告件数

R６R5R4R3R2R1

151020152943



 家畜伝染病予防法に規定される蜜蜂の届出対象疾病は、家畜伝染病は腐蛆病の１疾病、
届出伝染病はバロア症、チョーク病、アカリンダニ症、ノゼマ症の４疾病。

 日頃の飼養管理における巣箱等の衛生確保、清浄群からの導入、日常的な観察に努める
とともに、異常がみられた際の通報及び都道府県の立入検査による疾病の早期発見が重要。

 都道府県では、蜜蜂の飼養者等に対する衛生指導や伝染性疾病の検査等を推進。

10．蜜蜂の疾病への対応
（１）基本的な防疫対策

10

〇家畜伝染病予防法に基づく蜜蜂の届出対象疾病の状況

R６年R５年R４年R３年

群数件数群数件数群数件数群数件数

16９56161062611033腐蛆病

92837595245052637734バロア症

4482513021173236619チョーク病

786210886947514289アカリンダニ症

17２118111ノゼマ症

蜂の検査の様子（出典；神奈川県ＨＰ） アメリカ腐蛆病（出典；養蜂技術手引書Ⅱ）

○都道府県の家畜保健衛生所の対応

出典：家畜伝染病、届出伝染病発生年報

・ 家畜衛生情報（家保だより）、養蜂
マニュアル等を利用した飼養者への疾
病や対策についての情報提供

・ 蜂群に異常がみられ、伝染病が疑わ
れる場合の検診

・ 腐蛆病に対しては家畜防疫対策要綱
に基づき、以下を実施

✓ 日常の飼養管理における自主的な検査体
制の確立に向けて必要な助言・指導

✓ 日頃から定飼及び転飼飼養者のほか、施
設園芸業者、趣味等飼養者を対象に、必
要に応じた検査の実施

✓ 汚染物品等の焼却指導

✓ 蜜蜂及び腐蛆病の病原体を広げるおそれ
のある物品の県を超えての移動の際、異
常がない旨の証明書発行



10．蜜蜂の疾病への対応
（２）ダニによる被害への対応

 養蜂へのダニによる被害としては、主にミツバチヘギイタダニの寄生によるバロア症が
報告されている。
 ミツバチヘギイタダニの駆除剤については、動物用医薬品として現在３剤が承認されて
いるところ。
 ミツバチヘギイタダニ被害の低減に向け、ダニ駆除剤の適切な使用について、通知によ
り周知。
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ダニの被害低減に向けた取組

バロア症の特徴

② 農薬による蜜蜂の被害軽減対策と併せて、養蜂
家に対しダニ駆除剤の適切な使用法を（一社）
日本養蜂協会が公表しているダニ防除技術の手
引書等を参考に周知・指導するよう都道府県に通
知を発出。

① 令和７年度養蜂等振興強化推進事業において、
（一社）日本養蜂協会は、新規ダニ薬剤の検討や
創薬事業を行うとともに蜜蜂のダニ抵抗性ゲノム
の分析についても実施している。

成虫に寄生している
ミツバチヘギイタダニ

＜バロア症＞
ミツバチヘギイタダ
ニが蜜蜂の成虫や幼
虫に寄生し、蜜蜂の
弱体化、矮小化、ウ
イルス感染の媒介を
起こす。

既承認ダニ駆除剤の一覧

製造販売業者名承認年月日医薬品名

株式会社アグリ
マート

1992年
１月20日

日農アピ
スタン

アリスタライフ
サイエンス株式
会社

2009年
２月13日

アピバー
ル

2019年
８月19日

チモバー
ル



 熊による被害は、同じ地域で繰り返し被害が発生し、被害を受けた地域での採蜜は困難。

11．熊による被害の状況

熊による被害額の推移

出典：環境省「クマ類の捕獲数（許可捕獲数）」
（一社）日本養蜂協会構成員申告による「熊による養蜂業被害状況」

注 ：「熊の捕獲数」は年度、「被害額」は年次の値

熊による被害

写真：みつばち協議会「養蜂家向け！養蜂マニュアル」より

ニホンツキノワグマ ヒグマ対策用の電気柵の設置
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（参考）熊の捕獲数被害額年

6,285頭3,916万円R元年

7,254頭2,836万円R２年

4,484頭725万円R３年

3,879頭1,116万円R４年

9,276頭1,647万円R５年

5,344頭1,205万円R６年



● 平成24年10月、長崎県対馬市において、国内で
初めて確認された。対馬市以外ではこれまでに巣
や個体が７地域（福岡県北九州市、宮崎県日南市、
長崎県壱岐市、大分県大分市、山口県防府市、福
岡県福岡市、福岡県糟屋郡）で確認されている。

● 環境省の調査では、対馬以外の
地域では定着は確認されていない。

● 体は全体に黒っぽく腹部の先端がオレンジ色。体
長は、女王バチ30㎜、オス24㎜、働きバチ20㎜程度。

● オオスズメバチのように蜜蜂の巣は襲わず、
巣箱の前でホバリングして、帰巣してきた蜜蜂を
空中で捕獲する。

● 樹木の高い位置に営巣することが多いのが特徴。

12.外来種であるツマアカスズメバチへの対応

ツマアカスズメバチの特徴

● ツマアカスズメバチは蜜蜂を多量に捕食することから、その防除は養蜂振興上も重要。
● 農林水産省では、養蜂家にツマアカスズメバチに関する情報を提供するとともに、注意喚起を実施。
また、環境省にツマアカスズメバチの生息に関する情報を提供するため、養蜂家からの情報の提供を依頼。

● 環境省はツマアカスズメバチを特定外来生物※に指定し移動等を規制するとともに、定着している長崎県
対馬市での防除を進める他、効果的防除手法の開発や九州・本州への分布拡大を警戒した調査・防除を実施。

長崎県対馬市
平成24年10月

福岡県北九州市
平成27年９月

宮崎県日南市
平成28年５月

山口県防府市
令和元年11月

長崎県壱岐市
平成29年９月～11月

平成30年５月

国内におけるツマアカスズメバチの確認事例

※外来生物法（環境省・農水省）に基づく指定。同法では、生態系

被害の防止については環境大臣が、農林水産業被害の防止につい
ては環境大臣及び農水大臣が主務大臣となっている。

福岡県福岡市
令和４年５月～

福岡県糟屋郡
令和４年５月～

大分県大分市
平成30年10月
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令和７年度予算額 219百万円（前年度219百万円）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．蜂群配置調整適正化⽀援
① 蜂群配置調整の適正化に向けた環境整備のため、蜂群の位置情報や蜜源
植物の植栽状況の実態把握、樹⽊を中⼼とした蜜源植物の植栽・管理などの取
組、耕蜂連携による蜜源植物の定着化に向けた実証を⽀援します。

② 適正な蜂群配置調整の参考となる優良事例の調査・分析、蜜源植物の位置
や植物の種別、蜂群の位置情報をはじめとする関連データを蓄積・活用するた
めの検討会の開催や地図データの作成を支援します。また、飼育届に付帯す
る蜜源・採蜜成績等をデジタルデータ化した上で、蜂群数、気象等との相関を
分析する取組を支援します。

２．花粉交配⽤昆⾍の安定確保⽀援
① 園芸産地において、花粉交配⽤蜜蜂を養蜂家と連携して安定的に確保する協⼒
プランの作成や蜜蜂の適切な管理技術、他の花粉交配⽤昆⾍による代替技術の
実証等を⽀援します。また、特定外来⽣物であるセイヨウオオマルハナバチから在来
種マルハナバチへの転換実証を⽀援します。

② 養蜂家による花粉交配⽤蜜蜂群の供給体制を強化するための蜂群の低温管理
技術の導⼊や冬期間の管理技術の実証などの取組を⽀援します。

３．飼養衛⽣管理技術向上⽀援
ダニの防除⼿法を中⼼とした飼養衛⽣管理、蜜蜂への負荷の少ない輸送⽅法の

検討、蜜蜂の飼養管理の⾼度化・省⼒化のための技術の普及などの取組を⽀援しま
す。

養蜂等振興強化推進事業の実施による課題の解決養蜂等振興強化推進事業の実施による課題の解決

＜対策のポイント＞

養蜂振興のため、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握、蜂群配置調整の適正化やダニの防除⼿法を中⼼とした飼養衛⽣管理技術の普及に向けた
取組を⽀援します。また、花粉交配⽤昆⾍の安定確保を図るため、園芸産地と養蜂家の連携や在来種マルハナバチの利⽤拡⼤、健全な蜂群の供給に向け
た技術導⼊の取組を⽀援します。

＜事業目標＞

○ 蜜源植物の植栽面積拡大や適正な蜂群配置調整、ダニ被害低減による蜂群数増加（21万5千群［令和元年度］→30万群［令和11年度ま
で］）

○ セイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチへの転換の加速化

［お問い合わせ先］（１、2②、３の事業）畜産局畜産振興課（03-3591-3656）
（２①の事業） 農産局園芸作物課（03-3593-6496）

＜事業の流れ＞ 国 協議会、⺠間団体等
定額

○ 蜜源植物の植栽⾯積が減少傾向で推移する中、蜜蜂の飼養⼾数は趣味養蜂の普及
もあって増加しており、⼀部では飼養者間での蜂群配置に関するトラブルも発⽣。

○ 農薬や熊による被害を避けるよう蜂群の飼養場所に変更の必要が生じても、十分
な蜜源を確保することが困難。

○ 都道府県による適正な蜂群配置調整を求める声が高まる中、県等が蜜源植物の
植栽の状況や蜂群の配置に関する詳細な情報を把握できる仕組みの整備が必要。

養蜂等を取り巻く課題

○蜂群配置調整の適正化による蜜源の有効利⽤
○花粉交配⽤昆⾍の安定確保による施設園芸の
体制強化

事業実施により⽬指す姿
○ 養蜂家の所得増加と地域の活性化
○ 蜜蜂の飼養衛⽣管理技術の向上等
による養蜂経営の安定

○ 蜂群配置調整の適正化による蜜源の有効利⽤
○ 花粉交配⽤昆⾍の安定確保による施設園芸の
体制強化

○ 近年の天候不順等により花粉交配用蜜蜂の供給が不安定な傾向にあることから、
園芸産地と養蜂家の連携等による花粉交配用蜜蜂の安定確保が必要。

○ 施設トマト等の花粉交配に利用されているセイヨウオオマルハナバチは平成18年
に特定外来生物に指定されており、平成29年には「セイヨウオオマルハナバチの代替
種の利用方針」を定めており、在来種マルハナバチへの転換加速化が急務。

○ ダニ被害軽減のため、ダニ駆除剤の適正使⽤等、飼養衛⽣管理の⾼度化が必要。
○ 養蜂家の⾼齢化や⼈⼿不⾜などが進展する中で、省⼒化のための技術普及が必要。

13．養蜂等振興強化推進事業について
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１ 「業として蜜蜂の飼育を行う者（養蜂業者）」の範囲の拡大及び明確化

養蜂業者の範囲を拡大し、蜜蜂等を譲渡していなくとも、反復継続して蜜蜂を飼
養していれば養蜂業者であると整理した。また、例外の範囲から趣味養蜂の記述を
削除し、その範囲を試験研究用又は自家用の個人に限定した。

（改正局長通知の抜粋）
法第３条第１項に規定する「業として蜜蜂の飼育を行なう者」とは、 反復継続して蜜蜂の飼育を行う

者又は蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいう。
ただし、試験研究の用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等
を自家用に供するため飼育する個人を除く。

都道府県による養蜂業者に対する立入検査については、積極的に実施すべき旨を
明確化した。

（改正畜産振興課長通知の抜粋）
都道府県は、本法の施行に必要な限度であれば、養蜂業者の事務所や事業所に立入検査を行うことがで

きます。立入検査を行うかどうかの判断については、各都道府県に委ねられますが、本法への違反が疑わ
しく、必要があると認める場合は、積極的に実施するべきと考えます。

２ 養蜂業者に対する立入検査

（参考１）養蜂振興法の施行について
（農林水産省畜産局長通知）のポイント①
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３ 飼育届の提出後の蜂群配置調整

「蜜蜂飼育届・飼育変更届」の様式に、「本届出受理後に、養蜂振興法第８条に
基づき、都道府県が、蜂群配置調整等の必要な措置を講じる」旨を追記し、都道府
県が届出者に対し、「届出の受理は、蜜蜂の飼養の許可ではなく、都道府県による
蜂群配置調整を受ける場合がある」旨を周知徹底することを可能とした。

（蜜蜂飼育届・飼育変更届の抜粋）
【提出に当たっての留意事項】

養蜂振興法第８条第１項の規定に基づき、都道府県は、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確
な実施を図るため、蜂群配置に係る調整等の必要な措置を講じるものとされており、蜜蜂の飼育を行うに
当たっては、周辺の蜜蜂飼育者と配置調整が必要となる場合があります。本届出の提出後、同法第８条第
２項の規定に基づき、都道府県から、蜂群配置に係る調整等のため特に必要があると認めるときは、蜜蜂
の飼育の状況等に関し、必要な協力を求められることがあります。

４ 花粉交配用蜜蜂等の重要性の明確化

都道府県が蜂群配置調整において重視すべき事項として、法第１条の規定を踏ま
え、①花粉交配用蜜蜂の安定供給、②国民への甘味資源の提供、③蜜源植物の保護
増殖に関する取組みを特に勘案すべき旨を明記した。

（参考１）養蜂振興法の施行について
（農林水産省畜産局長通知）のポイント②
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（参考２）蜜蜂の適切な飼育等の周知
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